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件名：手術支援ロボット 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月 

新潟市民病院事務局管理課 
 

  



この入札説明書は、政府調達に関する協定（平成７年条約第２３号）、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）、地方自治法施行令（昭和２２年

政令第１６号。）、地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号。）、地方公共団体の物品

等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）、新潟市民病院契約規

程（平成２０年新潟市民病院管理規程第２６号。以下「規程」という）、新潟市民病院物品等又は

特定役務の調達手続の特例を定める規程（平成２０年新潟市民病院管理規程第２８号。以下「特例

規程」という。）、本件の調達に係る入札公告（以下「入札公告」という。）のほか、本市が発注

する調達契約に関し、一般競争に参加しようとする者（以下「競争加入者」という。）が熟知し、

かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 

 

１ 競争入札に付する事項 

（１） 件名及び数量 

手術支援ロボット    一式 

（２） 履行の内容等 

仕様書のとおり。 

（３） 履行場所 

新潟市民病院（新潟市中央区鐘木４６３番地７） 

（４） 履行期限 

契約の日から令和８年９月３０日まで 

（５） 入札方法 

総価で入札に付する。 

なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

（１） 本市の入札参加資格者名簿（物品）に登載されている者であること。 

（２） 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（３） 新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止措置を受け

ていない者であること。 

（４） 仕様書に記載の参考銘柄と同等以上の性能を有する製品の調達を提案する場合、同等品

申請書（別記様式第３号）を提出できる者であること。 

 

３ 問い合わせ先等 

新潟市民病院事務局管理課用度グループ 

郵便番号９５０－１１９７ 

新潟市中央区鐘木４６３番地７ 

電 話   ０２５－２８１－５１５１（代表） 内線３１０８ 

電子メール kanri.ch@city.niigata.lg.jp 

 

４ 競争入札参加申請等 

（１） 入札参加者は、一般競争入札参加申請書（別記様式第１号）を、令和８年５月２１日午 

後５時までに第３項の場所に持参又は郵送（書留郵便に限る。）にて提出しなければなら 

ない。 

なお、持参する場合の受付時間は新潟市民病院事務局の開庁日の午前８時３０分から午

後５時までとする。 

また、提出された書類に関し説明を求められた場合は、随時それに応じなければならない。 

（２） 一般競争入札参加申請書提出後に入札参加を辞退するときは、その旨を書面で届け出る

こと。 



（３） 一般競争入札参加資格確認結果については、上記４（１）により提出された書類に基づ

く審査の上入札参加資格の有無を決定し、令和８年６月２日までに一般競争入札参加資格確

認結果通知書を発送する。 

 

５ 入札保証金 

入札保証金は免除する。 

 

６ 入札及び開札 

（１） 入札及び開札の日時、場所 

令和８年６月１２日（金） 午前１０時００分 

新潟市民病院    ２０１会議室 

（２） 郵送による入札書等の提出期間及び提出先 

令和８年６月３日（水）から令和８年６月１０日（水）午後５時まで（必着）に上記３の

場所へ提出すること（書留郵便に限る）。 

（３） 入札参加者又はその代理人は、別添の仕様書、契約書（案）及び規則を熟知の上、入札

をしなければならない。 

また、仕様書等について疑義がある場合は、質疑書（別記様式第５号）を令和８年４月

２８日（火）から令和８年５月１４日（木）午後５時までに上記３の場所へ持参、電

子メールにより提出すること。 

（４） 入札参加者又はその代理人は、本調達に係る入札について他の入札参加者の代理人とな

ることができない。 

（５） 入札会場には、入札参加者又はその代理人以外の者は入場することができない。ただ

し、入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合は、付添人を認めることが

ある。 

（６） 入札参加者又はその代理人は、入札開始時刻後においては入札会場に入場することがで

きない。 

（７） 入札参加者又はその代理人は、入札会場に入場しようとするときは、入札担当職員に上

記４（３）の規定により入札参加資格有と通知された一般競争入札参加資格確認結果通知

書（写し可）並びに代理人をして入札させる場合においては、入札権限に関する委任状

（別記様式第７号）を提出すること。 

（８） 入札参加者又はその代理人は、入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場

合のほか、入札会場を退場することはできない。 

（９） 入札参加者又はその代理人は、入室の際次の各号に掲げる事項を記載した入札書（別記

様式第６号）を提出しなければならない。 

ア 入札参加者の住所、会社（商店）名、氏名及び押印（外国人にあっては、署名をもって

押印に代えることができる。以下同じ。） 

ただし代理人が入札する場合は、入札参加者の住所、会社（商店）名、氏名、受任者名

（代理人の氏名）及びその押印 

イ 入札金額 

ウ 履行場所 

エ 品名、数量、単価及び金額 

オ 品質・規格 

詳細に記載すること。又は「仕様書のとおり」という記載でも構わない。 

（１０） 入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限る。また、入札金額は、日本国通貨に

よる表示とすること。 

（１１） 郵送により入札する場合は、入札書は封書とし、その封皮に入札の日付、品名、入札

参加者の氏名（法人にあっては、その名称又は商号）を記載すること。 

また、入札書を入れた封筒を二重封筒とし、外封筒の表書きとして「入札書在中」と朱

書きの上、本項７号で示す一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを同封し、書留郵

便で郵送すること。 

加入電信、電報、電話、電子メール等その他の方法による入札は認めない。 



（１２） 入札書等及び委任状は、ペン又はボ－ルペンを使用すること。鉛筆及び消せるボール

ペンの使用は認めない。 

（１３） 入札参加者又はその代理人は、入札書等の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分

について押印すること。ただし、入札金額の訂正は認めない。 

（１４） 入札参加者又はその代理人は、提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることが

できない。 

（１５） 不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由

が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することがある。 

（１６） 談合情報等により、公正な入札が行われないおそれがあると認められるときは、入札

を中止し、又は延期し若しくは抽選により入札者を決定するなどの場合がある。 

（１７） 開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行う。この場合において、入札参加者

又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わ

せてこれを行う。 

（１８） 開札した場合において、有効とする入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札が

ないときは、６（１）の入札及び開札の日時以降に再度の入札を行う。再度入札の方法

については、別途指示する。また、後記７の各号に該当する無効入札をした者は、再度

入札に加わることができない。 

（１９） 再度入札は１回とし、落札者のない場合は地方公営企業法施行令第２１条の１３第１

項第８号の規定により再度入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載

した入札参加者と随意契約の交渉を行うことがある。 

 

７ 入札の無効 

次の各号に該当する入札は、これを無効とする。 

（１） 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札又は代理権のない

者がした入札。 

（２） 入札書の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札。 

（３） 入札者が２以上の入札（本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。）をし

た場合におけるその者の全部の入札。 

（４） 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に抵触

する不正の行為によった入札。 

（５） 公正さを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札。 

（６） 再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札。 

（７） 入札公告等において示した入札書の提出期限までに到着しなかった入札。 

（８） その他入札に関する条件に違反した入札。 

（９） 入札書記載の金額を加除訂正した入札。 

（１０） 本項第４号又は第５号に該当する入札は、その入札の全部を無効とすることがある。 

 

８ 落札者の決定 

（１） 有効な入札書等を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって

申込みをした者を契約の相手方とする。 

（２） 落札となるべき同価の入札をした者が複数あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引

かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを

引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引

かせ、落札を決定する。 

（３） 落札者を決定した場合において、落札者とされなかった者から請求があったときは、速

やかに落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求者が落札者

とされなかった理由、当該請求を行った者の入札が無効とされた場合においては無効とされ

た理由を、速やかに当該請求を行った者に書面により通知するものとする。 

 

９ 契約の停止等 

本調達に関し、政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があったときは、契約を停



止し、又は解除することがある。 

 

１０ 契約保証金 

新潟市民病院契約規程第１条の規定によりその例によることとされる新潟市契約規則第３３条

及び第３４条の規定による。 

 

１１ 契約書の作成 

（１） 契約書を作成する場合においては、落札者は、交付された契約書に記名押印し、落札決

定の日から１０日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし、特別の事情が

あると認めるときは、契約の締結を延長することができる。 

（２） 契約書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 

１２ 支払いの条件 

納入物品等の代金は、当院の検査に合格した後、適正な請求書に基づいて支払う。 

 

１３ 契約条項 

別添「契約書（案）」による。 

 

１４ 競争入札参加資格審査申請 

第４項第１号で規定する一般競争入札参加申請時に、第２項第１号で示す名簿に登載されて

おらず、本入札に参加を希望する者は、「政府調達（ＷＴＯ）契約に係る物品入札参加資格

審査申請書」を令和８年５月１３日（水）までに次の申請先に提出しなければならない。申

請書類は、新潟市財務部契約課ホームページから取得することができるほか、新潟市財務部

契約課で交付する。 

この場合、入札参加者は本申請書類の一部である「政府調達（ＷＴＯ）契約に係る物品入札

参加資格審査申請受付確認票」の写しを第４項第１号で規定する提出書類に含め、一般競争

入札参加申請を行うこととする。 

申請（問い合わせ）先  郵便番号９５１－８５５０ 

新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１ 

新潟市財務部契約課物品契約係 

電話：０２５－２２６－２２１３（直通） 

http://www.city.niigata.lg.jp/business/keiyaku/keiyaku_top 

 

１５ その他 

   入札書の到着確認、入札参加者数及び入札参加者名の問い合わせには一切応じない。 



別記様式第１号 

 

一般競争入札参加申請書 

 

  年  月  日 

 

（あて先）新潟市病院事業管理者 

 

（申請者）所 在 地                  

称号又は名称                  

代 表 者 氏 名                  

 

 

下記の案件に係る一般競争入札に参加したいので，入札説明書に記載された入札に参加する者に

必要な資格を満たすための提出書類を添えて申請します。 

 

記 

 

項 目 摘 要 

入 札 公 告 年 月 日 令和８年４月２８日 

公 告 番 号  新潟市民病院契約公告第１号 

調 達 物 品 名  手術支援ロボット 

競争入札参加資格者 

名 簿 へ の 登 録 

□済   □申請中 

  業 者 コ ー ド： 

添 付 書 類 
 □同等品申請書（別記様式第３号） 

 ※ 該当する場合のみ必要 

連絡先 

担 当 者  

電 話  

Ｆ Ａ Ｘ  

e - m a i l  

 

 

 

 

 

（押印不要） 



（別記様式第５号） 

質    疑    書 

  年   月   日 

（宛先）新潟市病院事業管理者 

住 所 

商号又は名称 

代表者氏名                 印 

（担当者                 ） 

（電話番号                ） 

（ＦＡＸ番号               ） 

 

１ 公 告 番 号 ：新潟市民病院契約公告第１号 

２ 調 達 物 品 名 ：手術支援ロボット 

 

質疑事項 

 

注１ 回答は、本質疑書の提出後１０日以内に、新潟市民病院ホームページの当該調達物品の一

般競争入札公告一覧に掲示します。 

注２ この質疑書は、仕様書等に対して質問がある場合（入札に必要な事項に限る）にのみ提出

してください。 

注３ 提出期間を過ぎた場合は受理しません。 

  



別記様式第３号 

同等品申請書 

 

 公 告 番 号  新潟市民病院契約公告第１号 

件   名   手術支援ロボット 

                         （ ／ 枚） 

No. 品名 メーカー名・型式 諸元 備考 

１     

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

９     

10     

 

 

 

※上記のとおり性能資料を添え，同等品の認定を申請いたします。 

令和  年  月  日    

    住  所 

    会 社 名 

    代表者名                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第６号 

 

入札(見積)書 
 

  年  月  日 

 

新潟市病院事業管理者 様 
 

                    住  所 

 

                    氏  名             ㊞ 

 

 

                    受 任 者             ㊞ 

 

 

新潟市民病院契約規程及びこれに基づく入札(見積)条件を承認の上入

札(見積)いたします。 

 
 

金額  
円 

 

履 行 場 所  

品 名 品質・規格 数量 単価 金額 

（注）入札（見積）額は、消費税及び地方消費税を含まないものとする。 

  



別記様式第７号 

 

 

委   任   状 
 

 

  年  月  日  

 

 新潟市病院事業管理者 様 

 

 

 

 

私は次の者をもって、下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。 

 

 

               委 任 者  住 所 

 

                     氏 名             ㊞ 

 

 

 

               受 任 者  氏 名             ㊞ 

 

 

 

記 

 

 

件名 

 



【受任者が入札する場合の記載例】 記載例 

 

別記様式第６号 

 

入札(見積)書 

○○年○月○○日 

新潟市病院事業管理者 様 

                       住  所 ○○県○○市○○区○○町 

                              ○○丁目○○番○○号 

                       氏  名 △△株式会社     

                          (※１) 新潟支店長 ○○ ○○ 

                       受 任 者    ○○ ○○     ㊞ 

 

新潟市民病院契約規程及びこれに基づく入札(見積)条件を承認の上入札(見積)いたします。 

金     額     ￥○○○、○○○ 円  

履 行 場 所 ○○○○ 

品 名 

△△△ 

品 質・規 格 

△△△ 

数 量 

○○ 

単 価 

○○ 

金   額 

○○○、○○○ 

 

 (注)：新潟市入札参加登録での名称及び届出使用印 

 

 

 

別記様式第７号 

委 任 状 

○○年○月○○日  

 新潟市病院事業管理者 様 

 

私は次の者をもって、下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。 

                委 任 者   住  所 ○○県○○市○○区○○町 

                              ○○丁目○○番○○号 

                       氏  名 △△株式会社     

                           新潟支店長 ○○ ○○  

                       受 任 者    ○○ ○       ㊞  

                   記 

件 名  ○○○○○ 

 

（※１）新潟市入札参加資格登録において登録している所在地，名称及び代表者名を記載してください。 

（※２）新潟市入札参加資格登録において「使用印鑑届」で届け出ている社印，代表者印を押印してください。 

同一の印 

「仕様書のとおり」という記載
でも結構です。 

※2 届出印の使用 

●委任状を提出している場合は，入札書の

社印・代表者印を省略できます。 

●代表者本人が入札する場合は記入しません。 

●委任する場合は，受任者名を記入し，委任状と同

じ印を押印します。 



手術支援ロボット仕様書 

１ 調達物品名 

手術支援ロボット 

 

２ 履行場所 

新潟市民病院（新潟市中央区鐘木４６３番地７） 

 

３ 履行期限 

令和８年９月３０日 

 

４ 調達物品 

（１）物品名 

手術支援ロボット  一式 

（２）要求仕様 

当該装置は、別紙「技術的要件」を満たしたものであること。 

（３）対象機器（参考銘柄）及び構成内訳 

入札対象機器の詳細および構成内訳は、別紙「手術支援ロボット明細書」のとおりと

する。 

（４）付随費用 

本入札金額には次の費用を含む。 

①入札対象物品の運搬・搬入・設置・調整費等 

②関係法令に基づく全ての申請関係書類の作成及び計測・試験等 

（５）保守体制 

①保守体制 

通常の使用で発生した故障の修理及び定期的保守点検を実施できる体制であること。 

②支援体制 

年間を通じて２４時間の連絡ができる体制であり、障害時において復旧のため通報を

受けた場合、迅速に対応ができる体制であること。 

③保証期間 

納入検査確認後、１年間は通常の使用により故障した場合、無償修理に応じること。 

（６）設置条件 

①入札後実際の納入期日までにモデルチェンジ等により、対象物品を納入することがで

きなくなった場合には、病院側と協議のうえ後継機種を納入すること。 

②取扱説明 

取扱説明に関する教育訓練は、当院が指定する日時、場所で行うこと。 

 

５ 守秘義務 

落札者は業務上知り得た病院及び患者の秘密を第三者に漏らしてはならない。 



仕様書別紙【技術的要件】 

 

１ 調達物品名   手術支援ロボット 

 

２ 調達目的    手術支援ロボットは、３Ｄハイビジョン画像下で組織の把持，切開及び縫合

等の作業を行う特殊なロボットアームを遠隔操作することにより、より安

全・確実・機能温存・低侵襲な医療の提供が実現できる。 

 

３ 手術適用領域  令和８年４月時点で保険収載されている以下の領域に対応できること 

          泌尿器科、消化器外科、婦人科、呼吸器外科 

 

４ 構成内容    ・手術支援ロボット   一式 

① コンソール   １台 

② ロボット    １台 

③ タワー     １台 

          ・付属品 

① システムソフトウェア 

② スターターキット  一式 

③ トレーニング用インストゥルメントスターターキット   一式 

④ ビジョンスターターキット   一式 

⑤ カメラシステムスターターキット   一式 

⑥ 洗浄・滅菌キット   １ 

⑦ インストゥルメントリリースキット  ２ 

⑧ Generator バックアップ １ 

            

５ 性能・機能に関する要件 

 

５－１ コンソールは、以下の要件を満たすこと。 

５－１－１ 追加のコンソールを接続することで同時に手術を実施する拡張機能を有すること。 

５－１－２ 執刀医が椅子に座って操作する方式であること。     

５－１－３ 接眼部に内視鏡が捉えた術野を 3Ｄ画像で立体的に表示する機能を有すること。 

５－１－４ 表示された 3Ｄ画像にアイコンやテキストメッセージを重ね表示する機能を有するこ

と。 

５－１－５ 接眼部で 2つ以上の 3Ｄ画像を同一画面で確認できる機能を有すること。 

５－１－６ 執刀医が接眼部を覗き 3Ｄ画像を見ていることを確認する機能を有し､頭部が接眼部

から離れている時には、手術ロボットアームが作動しない機能を有すること。 

５－１－７ 執刀医と手術を補助する助手がコミュニケーションをとるためのマイクとスピーカー

を有すること。     



５－１－８ ハンドコントローラの動きを縮小（スケーリング）して､サージカルアーム（以下

「アーム」という。）に取り付けられた専用鉗子に伝える機能を有すること。また、

この縮小（スケーリング）機能は、2つ以上の設定があり、執刀医が手術操作コンソ

ールから任意のタイミングで設定変更できる機能を有すること。 

５－１－９ 電気手術装置を使用する場合、タッチパッドから出力するエネルギーを設定する機能

を有すること。     

５－１－１０ 緊急停止機能を有すること。     

５－１－１１ アームレストを有し、その中央に操作パネルを有すること。 

５－１－１２ アームを操作するために左右一対のハンドコントローラと左右のフットコントロー

ラを有し、フットコントローラを使用することで、4本のアームから左右一対のハ

ンドコントローラで操作できる対象のアームを任意で設定できる機能を有するこ

と。 

５－１－１３ 接眼部、アームレスト、フットコントローラの位置を執刀医の操作位置や姿勢に合

わせて調節する機能を有すること。 

５－１－１４ ハンドコントローラとアームに取り付けられた専用鉗子との命令伝達を一時的に切

り離すクラッチを有すること。 

５－１－１５ フットコントローラからハンドコントローラと鉗子アームとの命令伝達を一時的に

切り離すクラッチを有すること。 

５－１－１６ ロック機能を装備した移動用のキャスターを有すること。 

 

５－２ ロボットは、以下の要件を満たすこと。 

５－２－１ 本のアームを有し、どのアームにも 4内視鏡を装着できること。 

５－２－２ アームに取り付ける筒の内径は、8mmと 12㎜の種類を有すること。 

５－２－３ アームに装着した鉗子は、執刀医がハンドコントローラ及びフットコントローラを介

して操作を行えること。 

５－２－４ 関節動作式であり移動及び固定ができること。 

５－２－５ 執刀医や手術を補助する助手が、各アームの状況を把握するための LEDインジケータ

を有すること。 

５－２－６ 執刀医や手術を補助する助手が、アームを直接手で掴んで移動及び固定することがで

きる機能を有すること。 

５－２－７ 4本のアームをドレーピングする際に、最適な位置に自動展開するための機能を有す

ること。 

５－２－８ 操作盤を有し、タッチパネルでセットアップする機能を有すること。 

５－２－９ ロック機能を装備した移動用のキャスターを有し、モータードライブによる動作機能

を有すること。 

 

 

５－３ タワーは、カメラコントロールユニット、ビデオプロセッサ、光源装置、モニタ、電気手



術装置、専用カート及びソフトウェア処理ユニットで構成され、以下の要件を満たすこ

と。     

５－３－１ カメラコントロールユニットは、内視鏡のホワイトバランス及び 3Dキャリブレーシ

ョンを自動で調整する機能を有すること。 

５－３－２ ビデオプロセッサは、USB接続が可能で、内視鏡のカメラヘッドのボタン操作で画像

を自動保存する機能を有すること。 

５－３－３ 光源装置は、高輝度でビジョンシステムから輝度の調整を行う機能を有すること。 

５－３－４ モニタは、接眼部で執刀医が見ているものと同じ画像を 2Ｄ画像で表示することがで

きる機能を有すること。       

５－３－５ 電気手術装置は、ケーブルを介して鉗子に接続ができ、鉗子にモノポーラとバイポー

ラの 2種類のエネルギー出力が可能であること。 

５－３－６ 専用カートは、CO2タンクを固定できるホルダーとロック機能を装備した移動用のキ

ャスターを有すること。 

５－３－７ ソフトウェア処理ユニットは、システムサポートをリモートで行う機能及びシステム

ログを記録する機能を有すること。 

    



別紙詳細 

 

手術支援ロボット明細書 

 

参考銘柄 

メーカー等 品名 品番 数量 

INTUITIVE 
Da Vinci ５ サージカルシステム 

          （シングルコンソール） 
  

 （構成）   

 コンソール  １ 

 タワー  １ 

 ロボット  １ 

    

 
システムソフトウェア 

Da Vinci ５ テーブルモーションアップグレード 
 １ 

 【付属品スターター】   

  チップカバーアクセサリ  １０ 

  Hexカニューラ８㎜  ８ 

  インストゥルメントイントロデューサー８㎜  ２ 

  オプティカルオブチュレータ８㎜  １２ 

  ユニバーサルシール５－１２㎜  ４０ 

  ステープラーカニューラ１２㎜  ２ 

  モノポーラコード  ３ 

  バイポーラコード  ３ 

  カニューラゲージピン  ３ 

  アームドレープ  ４０ 

  カラムドレープ  ２０ 

  Da Vinci インサフレーションチューブセット  １２ 

 【トレーニング用インストゥルメントスターターキット】   

  ラージニードルドライバ８㎜  １ 

  カディエールフォーセプス８㎜  １ 

  フォースバイポーラ８㎜  １ 

  モノポーラカーブドシザーズ８㎜  １ 

  Mega SutureCutニードルドライバ８㎜  １ 

    

    



メーカー等 品名 品番 数量 

 【ビジョンスターターキット】   

  Da Vinci ５ エンドスコープ、８㎜、０°  ２ 

  Da Vinci ５ エンドスコープ、８㎜、３０°  ２ 

  Da Vinci ５ エンドスコープ滅菌トレイ  ４ 

  トレイコネクタセット  ２ 

 【NIRハンドヘルドカメラシステムスターターキット】   

  NIRハンドヘルドカメラコントロールユニット  １ 

  NIRハンドヘルドカメラ光源  １ 

  NIRハンドヘルドカメラヘッド  １ 

 NIRハンドヘルドカメ用トレイ  １ 

  NIRハンドヘルドカメラライトガイド  １ 

  NIRハンドヘルドカメラライトガイドアダプタ  １ 

  内視鏡１０㎜ ０° NIR  １ 

  内視鏡１０㎜ ３０° NIR  １ 

  内視鏡５㎜ ０°  １ 

  内視鏡５㎜ ３０°  １ 

  ＤＶＩ ＨＤＭＩ ケーブル  １ 

  電源コード  ２ 

 【その他】   

  ＣＯ２タンク インターフェイスキット  １ 

  インストゥルメントリリースキット  ２ 

  ＨＥＡＤＳＥＴ  １ 

  洗浄・滅菌キット  １ 

    

 【アップグレード】   

 Ｅ-２００ Ｇｅｎｅｒａｔｏｒ バックアップ  １ 

    

    

    

    

    

    

    

  



契約書（案） 

 

件名  手術支援ロボット 

契 約 金 額 ￥      円 

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額￥      円 

品名 

 

手術支援ロボット 

品質・規格 

 

明細書のとおり 

 

 

 

 

数量 

 

明細書のとおり 

 

単価 

 

 

 

金額 

円 

 

 

履 行 期 限 令和８年９月３０日 

履 行 場 所 新潟市民病院（新潟市中央区鐘木４６３番地７） 

契約保証金 
新潟市民病院契約規程第１条の規定によりその例によることと

される新潟市契約規則第３４条第３号により免除 

 

上記物品供給について新潟市民病院を甲とし、供給者を乙として、甲乙両者は次の物品

供給契約条項の定めるところにより契約を締結し、この契約を証するため、契約書を２通

作成し、甲乙両者が記名押印のうえ各１通を保有するものとする。 

 

令和 年 月 日 

 

 

甲 新潟市中央区鐘木４６３番地７ 

新潟市民病院 

新潟市病院事業管理者 五十嵐 修一 

 

 

乙 住所 

名称 

代表者名 



明細書 

 

メーカー等 品名・型式・機能等 品番 数量 

 手術支援ロボット  １式 

内訳）   

   

   

   

 保守体制 

①保守体制 

通常の使用で発生した故障の修理及び定期的保守点検を実施できる体制であること。 

②支援体制 

年間を通じて 24時間の連絡ができる体制であり、障害時において復旧のため通報を

受けてから、24時間以内に現場にて対応ができる体制であること。 

③保証期間 

納入検査確認後、１年間は通常の使用により故障した場合、無償修理に応じること。 
 



物品供給契約条項 
 

（総則） 

第１条 甲及び乙は、この契約条項（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、仕様書等（別添の仕

様書、見本、図面、明細書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、

日本国の法令及び新潟市の条例・規則等を遵守し、この契約（この契約条項及び仕様書等を内容

とする契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 乙は、物品を履行期限までに引き渡し、甲は、当該物品の引渡しを受けた後、代金を支払うも

のとする。 

３ 引渡しをするために必要な一切の手段については、この契約に特別の定めがある場合を除き、

乙がその責任において定める。 

４ 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し、又は

解除された後も同様とする。 

５ 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号）を遵守し、個人の権利及び利益を侵害することのないよう個人情報を適

正に扱わなければならない。 

６ この契約条項に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければな

らない。 

７ この契約と他の契約（甲及び乙間の合意を指し、その名称のいかんを問わない。）の条項に矛盾 

があれば、この契約が優先する。 

８ この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 

９ この契約条項に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

１０ この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除

き、計量法（平成４年法律第５１号）の定めるところによるものとする。 

１１ この契約における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９号）、商法（明治３

２年法律第４８号）及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）

の定めるところによるものとする。 

１２ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

１３ この契約に係る訴訟については、甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管

轄裁判所とする。 

（契約の保証） 

第２条 乙は、この契約締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。

ただし、第４号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、速やかにその保険証券を甲に寄

託しなければならない。 

（１） 契約保証金の納付 

（２） 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

（３） この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と

認める金融機関の保証 

（４） この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項各号の金員は、契約金額の１００分の１０以上としなければならない。 

３ 第１項の規定により、乙が同項第２号又は第３号に掲げるいずれかの保証を付したときは、当

該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号に掲げる保証を付

したときは契約保証金の納付を免除する。 

４ 第１項の規定にかかわらず、この契約が新潟市契約規則（昭和５９年新潟市規則第２４号）第

３４条第３号、第４号、第６号又は第７号のいずれかに該当するときは、第１項各号に掲げる保

証を付すことを免除する。 

５ 甲は、乙がこの契約の履行をしたときは、速やかに、第１項の規定により納付を受けた契約保

証金又は同項の規定により寄託を受けた有価証券等若しくは金融機関等の保証書を乙に返還しな

ければならない。 

 



（権利義務の譲渡等の制限） 

第３条 乙は、甲の書面による承諾がなければ、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に

譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。 

（特許権等の使用） 

第４条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三

者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、

その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその材料、製造方法等を指

定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を

知らなかったときは、甲は、その使用に関して要した費用を負担しなければならない。 

（契約の変更） 

第５条 甲は、必要と認めるときは、仕様書等の変更の内容を乙に通知して、仕様書等の内容を変

更し、又は契約の履行を中止させることができる。 

２ 前項の場合において、契約金額、履行期限その他の契約内容を変更する必要があるときは、甲

乙協議の上、文書をもって定めるものとする。 

（履行の監督） 

第６条 甲は、契約の履行中において、その適正な履行を確保するため、立会いその他の方法によ

り監督をすることができる。 

（検査及び引渡し） 

第７条 乙は、物品を履行場所に納入したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。 

２ 前項の規定による通知があったときは、甲は、当該通知のあった日を起算日として１０日以内

に、乙の立会いを求めて検査を行うものとし、乙が立ち会わないときは、立会いを得ずにこれを

行うことができる。ただし、これらの期間の末日が休日であるときは、その翌日（その翌日が休

日であるときは順延した日）を末日とする。 

３ 甲は、納入された物品が前項の検査（第６項の検査をしたときは、同項の検査。以下これらを

「検査」という。）に合格したときは、その引渡しを受けるものとする。 

４ 納入された物品の所有権は、前項の引渡しを受けた時に、乙から甲に移転するものとする。 

５ 甲は、検査に不合格となった物品について、物品の修補、代替物の納入、不足分の納入又は代

金の減額を乙に求めることができる。この場合においては、第１３条の規定を準用する。 

６ 乙は、前項の物品の修補、代替物の納入又は不足分の納入をしたときは、直ちにその旨を甲に

通知しなければならない。この場合における検査は、第２項の定めるところによるものとし、そ

の後の手続については、第３項から前項までの規定を準用する。 

（検査の遅延） 

第８条 甲が、その責めに帰すべき事由により前条第２項に定める検査をしないときは、同項で定

める期間が満了する日を起算日として当該検査をした日までの期間（以下この条において「遅延

期間」という。）の日数を、第１０条第２項に規定する期間（以下この条において「約定期間」

という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、当該遅延期間の日数が当該約定

期間の日数を超えるときは、当該約定期間は満了したものとし、乙は、当該約定期間の日数を超

える日数に応じ、同条第３項の規定の例により遅延利息を請求することができる。 

（不合格品の引取り） 

第９条 乙は、検査の結果、不合格とされた物品については、甲が指定した期間内に、自己の負担

により、履行場所から搬出しなければならない。 

２ 甲は、乙が前項の規定に違反した場合は、乙の負担により、同項の物品を返送し、又は処分す

ることができる。この場合において、甲は、同項の物品の滅失、損傷等について責めを負わない

ものとする。 

（支払） 

第１０条 乙は、物品の引渡しを終えたときは、書面をもって当該物品の代金の支払を請求するも

のとする。 

２ 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日を起算日として３０日以内に代金を支払

わなければならない。 

３ 乙は、甲の責めに帰すべき事由により前項に規定する期間内に代金が支払われなかったときは、

当該代金の額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条の規定により財務大臣が決定する



率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。 

（履行期限の延長） 

第１１条 乙は、災害その他の乙の責めに帰することができない事由により履行期限までにその義

務を履行することができないときは、速やかに、その事由を明記した書面により、甲に履行期限

の延長を申し出なければならない。 

２ 甲は、乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは、履行遅

延の事由、履行可能な期限その他必要な事項を明記した書面の提出を求めることができる。 

３ 前２項に規定する場合において、甲は、その事実を審査し、やむを得ないと認めるときは、甲

乙協議の上、履行期限を延長するものとする。 

（履行遅滞の場合における違約金等） 

第１２条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに物品を引渡すことができない場合は、甲

は、乙に対し、違約金の支払を請求することができる。 

２ 前項の違約金の額は、特に約定がある場合を除き、甲の指定する日の翌日を起算日として検査

に合格する日までの日数（検査に要した日数を除く。以下「遅延日数」という。）に応じ、遅延

日数１日につき契約金額の１，０００分の１に相当する額とする。ただし、履行期限までに既に

物品の一部の引渡しがあったときは、当該引渡しに係る部分に相当する代金の額を契約金額から

控除した額を契約金額として計算した額とする。 

３ 第１項の違約金は、代金の支払時に控除し、又は契約保証金が納付されているときはこれをも

って違約金に充てることができる。この場合において、なお当該違約金の額に満たないときは、

当該額に満つるまでの額の支払を請求するものとする。 

（契約不適合責任） 

第１３条 引き渡された物品が種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものであ

るとき（以下「契約不適合」という。）は、甲は、乙に対し、期間を指定して、当該物品の修補、

代替物の納入若しくは不足分の納入（以下これらを「追完」という。）又は代金の減額を求める

ことができる。 

２ 乙が前項の規定による追完に応じないときは、甲は、乙の負担により第三者に追完させること

ができる。 

３ 前２項の請求は、契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、することが

できない。 

４ 甲は、契約不適合を知った時から１年以内にその旨を乙に通知しないときは、第１項及び第２

項の請求をすることができない。ただし、乙が納入の時に契約不適合を知り、又は重大な過失に

よって知らなかったときは、この限りでない。 

５ 第１項及び第２項の請求について、民法第５６２条第１項ただし書は適用しないものとする。 

（危険負担） 

第１４条 物品の引渡し前に生じた物品の滅失、損傷等については、乙が危険を負担する。 

２ 物品の引渡し前に生じた災害その他の甲乙いずれの責めにも帰することができない事由によっ

て物品が滅失したときは、甲は、この契約を解除することができる。この場合において、甲は、

代金の支払を拒むことができる。 

（甲の解除権） 

第１５条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めて催告をし、その

期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 

（１） 履行期限までにこの契約を履行しない場合又は履行の見込みがないと認められるとき。 

（２） 正当な理由がないのに定められた期日までにこの契約の履行に着手しないとき。 

（３） 乙又はその代理人、支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務

の執行又は指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 

２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の催告をすることなく、直ちに契約を

解除することができる。 

（１） 契約の締結又は履行について、不正があったとき。 

（２） 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他の契約の相手方として

必要な資格を失ったとき。 

（３） 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき。 



（４） 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき、又は租税滞納処分を受

けたとき。 

（５） 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき、又

は清算に入ったとき。 

（６） 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。 

（７） 下請代金支払遅延等防止法（昭和３１年法律第１２０号）第６条に基づき、中小企業庁

長官が公正取引委員会に対して適当な措置を採るべき旨乙に対して請求したとき又は同法

第７条に基づき、公正取引委員会が乙に対して勧告したとき。 

（８） 前各号に掲げる場合のほか、乙が、監督官庁から営業の許可の取消し、停止等の処分を

受け、又は、乙の事業に関し、監督官庁から、指導、勧告、命令その他の行政指導を受け

たとき。 

（９） 前各号に掲げる場合のほか、この契約条項の一つにでも違反したとき。 

３ 乙は、前２項又は第１６条の規定によりこの契約が解除された場合は、物品の引渡しの前後に

かかわらず、契約金額の１０分の１に相当する額の違約金を甲の指定する期間内に支払わなけれ

ばならない。 

４ 第２条第１項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているとき

は、甲は、当該契約保証金又は当該担保をもって違約金に充てることができる。 

５ 第３項の規定は、甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において、その超える

分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。 

（談合その他の行為による解除等） 

第１６条 甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、 

直ちにこの契約を解除することができる。 

（１） 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第４９条に規定す

る排除措置命令又は独占禁止法第６２条第１項に規定する納付命令が確定したとき（独占

禁止法第７７条の規定による当該処分の取消しの訴えが提起された場合を除く。）。 

（２） 乙が独占禁止法第７７条の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えに

ついて棄却又は却下の判決が確定したとき。 

（３） 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）について刑法（明治４０年法律

第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

２ 前条第３項から第５項までの規定は、前項の規定による解除をする場合について準用する。 

３ 乙は、第１項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても、甲に損害賠償請求

をすることができない。 

（賠償額の予定） 

第１７条 乙は、この契約に関して前条第１項各号のいずれかに該当するときは、物品の引渡しの

前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず、契約金額の１０分の２に相当する額の賠償金

を支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、賠償金の支払を免

除する。 

（１） 前条第１項第１号及び第２号に掲げる場合において、処分の対象となる行為が独占禁止

法第２条第９項に基づく不公正な取引方法（昭和５７年６月１８日公正取引委員会告示第

１５号）第６項に規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。 

（２） 前条第１項第３号に掲げる場合において、刑法第１９８条の規定による刑が確定したと

き。 

２ 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、その

超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。 

（乙の解除権） 

第１８条 乙は、甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行を

することができなくなったときは、甲に当該契約の変更若しくは解除又は履行の中止の申出をす

ることができる。 

２ 甲は、前項の申出があったときは、契約を変更し、若しくは解除し、又は契約の履行を中止す

ることができる。 



３ 乙は、甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは、甲に損害賠償

の請求をすることができる。 

（反社会的勢力の排除） 

第１９条 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。 

（１） 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団

準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動等標ぼうゴロ、

特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者（以下総称して「反社会的勢力」という。）

ではないこと。 

（２） 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。 

ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反

社会的勢力を利用していると認められる関係 

イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、

運営に協力し、又は関与している関係 

ウ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係 

エ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係 

（３） 自らの役員（取締役、執行役、執行役員、監査役、会計参与、理事、監事、相談役、会

長その他名称を問わず、経営に実質的に関与している者をいう。）が反社会的勢力ではな

いこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 

（４） 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。 

（５） 自ら又は第三者を利用してこの契約に関して次の行為をしないこと。 

ア 暴力的な要求行為 

イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 

オ この契約に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が反社会 

的勢力に該当することを知りながら、その相手方と契約を締結したと認められる行為 

カ この契約に関して、反社会的勢力を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方と

していた場合（オに該当する場合を除く。）であって、甲から当該契約の解除を求められ

たにもかかわらず、これに従わない行為 

キ その他アからカに準ずる行為 

２ 乙について、次の各号のいずれかに該当した場合には、甲は、何らの催告を要せずして、この

契約を解除することができる。 

（１） 前項第１号から第３号までの確約に反したことが判明した場合 

（２） 前項第４号の確約に反し契約をしたことが判明した場合 

（３） 前項第５号の確約に反した行為をした場合 

３ 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、甲に対し、甲の被った損害を賠償す

るものとする。 

４ 乙は、第２項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても、甲に損害賠償請求

をすることができない。 

（反社会的勢力からの不当介入等に対する措置） 

第２０条 乙は、この契約の履行に当たり反社会的勢力から不当な介入（契約の適正な履行を妨げ

ることをいう。）又は不当な要求（事実関係及び社会通念に照らして合理的な理由が認められな

い不当又は違法な要求をいう。）（以下これらを「不当介入等」という。）を受けたときは、直ち

に甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。 

２ 甲は、乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがあ

ると認めるときは、甲乙協議の上、履行期限の延長その他の措置をとるものとする。 

（疑義の決定） 

第２１条 この契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。 


